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平成 29 年度第 4 回練馬区文化財保護審議会会議録 

 

 開催日時 

平成 29 年 12 月 11 日（月）午前 10 時～午前 11 時 30 分 

 開催場所 

練馬区役所本庁舎 19 階 1902小会議室 

 出席者 

出席委員 3 名（会長 ほか 2 名） 

区側出席者 4 名（教育長、文化・生涯学習課長、ほか職員 2 名） 

 議事 

１ 平成 29 年度登録文化財の答申について 

２ その他 

 公開可否 

原則公開（傍聴人：0 人） 

 配布資料 

 平成 29 年度練馬区文化財保護審議会答申（写し） 

   文化審議会文化財分科会企画調査会とりまとめ「これからの文化財の保存と活用の在り

方」（第一次答申（案）） 

   グランドデザイン構想（素案） 

   みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン（素案） 

   練馬区公共施設等総合管理計画〔実施計画〕（素案） 

 事務局 

練馬区 地域文化部 文化・生涯学習課 伝統文化係 

℡ 03-5984-2442 

 

                会 議 の 要 旨 

 

＜会長＞  開会の挨拶 

＜事務局＞ 会議の成立について 

＜会長＞ 

本日は答申になりますので、お手元に答申の写しがありますのでご覧下さい。修正について

は、あらかじめご意見をいただいています。は、教育委員会へ今年度の答申文をお渡しします。  

＜会長＞ 

 答申の伝達 

＜教育長＞ 

 本日はお忙しいなかお集まりいただきありがとうございます。 ただ今、会長から今年度の

文化財登録について答申を頂きました。各委員におかれましては現地調査をはじめ熱心にご審

議いただき、本日答申をいただいたということであらためて感謝申し上げます。真剣にご審議

いただいたことに、心よりお礼申し上げます 
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 今回の答申により登録文化財は 2 件増え、211 件になりました。文化財は、区のグランドデ

ザイン構想を実現していく、区の文化的基盤を構成する資源でもあり、引き続き文化財の保護・

活用に努めていきたいと考えています。 

年の瀬も迫ってまいりまして、寒い日が続いております。委員の皆様におかれましてはぜひ、

体に十分ご留意されて、お元気で新しい年をお迎えください。この一年の委員の皆さんのご尽

力に感謝を申し上げて挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

＜会長＞ 

では、事務局から答申内容について説明をお願いします。 

＜事務局＞ 

 11 月 22 日付けで、委員の皆様に答申案をお送りしました。前回の審議会でいただいたご意

見をもとに修正した内容になっておりますので、修正した箇所について報告します。 

 登録１「五十嵐家文書」の説明書の５説明（４）内容で、「東京市民農会」と誤記されていま

したので「東京市民農園」と改めました。また、前回の審議会後、説明書の５説明（３）五十

嵐家についてで、「明治９年（1877）」は誤記であることに事務局で気づきましたので「明治９

年（1876）」と修正させていただきました。 

 登録２「千川堤植櫻楓碑」の説明書の６説明（８）石工内海秋次郎についてでは、聞き取り

による記述の部分をカットして「内海秋次郎は、明治 29 年（1896）、赤塚村に内海石材工業（現

板橋区赤塚新町 3－16－18）を創業した」とように文章を整理しました。次に「内海秋次郎制

作による石造物は、区内寺社７か所に確認でき」という記述を、内海制作の石造物は区外にも

残っているので「内海秋次郎制作による石造物のうち、区内に確認できるものは次の７基であ

る」という表現に修正しました。また、「一山講記念碑（高松 3-19-8）」と所在地を号数まで表

記していたのを、他の記念碑の表記と統一して号数をとり「一山講記念碑（高松 3-19）」とし

ました。前回の審議会後、説明書の６説明(6)銘文等で、「上板橋村地区字江古田大谷口」と表

記した箇所を、江古田と大谷口は別字でありますので「上板橋村区内（字江古田・大谷口）」と

いう表現に事務局で改めました。また、説明書の６説明(7)来歴で、「昭和 39 年（1961）」は誤

記であることに事務局で気づきましたので「昭和 39 年（1964）」と修正させていただきました。 

以上を修正した答申案を委員の皆様にお送りいたしましたが、特にご意見はございませんで

した。 

＜会長＞ 

 今の説明について何か意見がありましたらお願いいたします。 

ないようでしたら私から質問させていただきます。登録２「千川堤植櫻楓碑」は旧字体を使

用されていますが、名称の表記はわかりやすいように常用漢字を使用する例が増えていると思

いますがいかがですか。 

＜事務局＞ 

 名称は資料に表記されているとおりの字体にさせていただいております。 

＜会長＞ 

 わかりました。他に何か意見がありましたらお願いいたします。 

 ないようですので、平成 29 年度の文化財登録の答申の伝達を終わります。 

 その他で事務局から何かありますか。 

＜事務局＞ 

 答申後の流れの説明 
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＜会長＞ 

 その他で何かございますか。 

＜事務局＞ 

文化審議会文化財分科会企画調査会とりまとめ「これからの文化財の保存と活用の在り方」

（第一次答申（案））の説明 

＜会長＞ 

 その他で何かございますか。 

＜文化・生涯学習課長＞ 

グランドデザイン構想（素案）、みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン（素案）、

練馬区公共施設等総合管理計画〔実施計画〕（素案）の説明 

＜会長＞ 

では、これをもちまして平成 29 年度最後の審議会を終了いたします。ありがとうございまし

た。 

 


